
緑の募金実施要領 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要領は、財団法人山形県みどり推進機構（以下「みどり推進機構」という。）寄附

行為第４条に規定する緑の募金（以下「募金」という。）に係る事業に関し、募金の実施及

び管理並びに交付金の交付等の方法を定め、もって業務の適正かつ円滑な執行に資すること

を目的とする｡ 

（基本方針） 

第２条 募金は、森林の整備、緑化の推進及びこれらに係る国際協力（以下「森林整備等」とい

う）の意義に対する県民の理解と認識を深め、「緑の募金」という名称の寄付金を募集し、

その寄付金を用いて、官民一体となって森林整備等を目指した活動を展開し、緑豊かな県土

をつくることを旨として行うこととする。 

 

第２章 募金の実施及び管理 

（募金運動の期間と目標額） 

第３条 募金は、「春募金」及び「秋募金」の２種類とし、その実施期間は、「春募金」は４月    

１日から５月３１日まで、「秋募金」は９月ｌ日から１０月３１日までとする。 

２ 募金の目標額は、別に定める。 

（募金運動の組織） 

第４条 募金運動の組織は、次のとおりとする。 

  (１) みどり推進機構が募金運動本部となる（以下「本部」という。）。 

 (２) 別記に掲げる各総合支庁の林業振興協議会等が地区支部となる（以下「地区支部」と

いう。）。 

 (３) 各市町村が市町村支部となる（以下「市町村支部」という。）。 

  (４) 募金活動を直接的に行う団体を募金奉仕組織という（以下「組織」という。）。 

（募金運動の運営と方法） 

第５条 本部は、募金運動の主体となり、地区支部ごとの募金目標を定めるほか募金運動を総括

する｡ 

２ 地区支部は、管内市町村支部ごとの募金目標を定め、その連絡調整に当たるとともに、国・

県の機関、その他の団体等に直接協力を依頼して募金運動を行う。 

３ 市町村支部は、学校、職場、町内会、その他の組織に協力を依頼するとともに、募金運動

の助言に当たる。 

４ 募金の種類は、家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金、学校募金及びその他の募金等

とする｡ 

５ 募金運動の実施にあたっては、募金運動に必要な資材等は、原則として本部が準備するこ

ととするが、地区支部及び市町村支部が地域の実情に応じた適宜の方法と自発的な協力を得

て行うものとする。 

（募金の取り扱い） 

第６条 各組織は、寄せられた募金を金額を明示した納付書とともに市町村支部又は地区支部に

納付するものとする。 

２ 市町村支部及び地区支部は、寄せられた募金の金額を明示した納付書とともに本部に納付

するものとする。 

３ 本部は、募金の納付を受けたときは領収証を発行する。 

（寄付金の適正管理） 

第７条 本部は、募金として受領した寄付金については、銀行その他の金融機関への預金等の方 

法により、これを適正に管理しなければならない。 

（募金の支出割合） 



第８条 寄せられた募金は、社団法人国土緑化推進機構へ交付する部分を除き、本部において、

募金運動に要する直接経費（募金用資材購入費、印刷物等作成費、通信費等の募金活動経費）、

人件費及び本部が自ら行う事業費としておおむね４０パーセント、又本部以外の者が行う事

業費への交付金として６０パーセントの割合で支出するものとする。 

２ 次式により算出される金額を中央交付金として、社団法人国土緑化推進機構へ交付するも

のとする。 

  定額割額（５００千円）＋定率割額（当該年（暦年）の募金実績（千円）×３％） 

 

第３章 募金による事業 

（募金の使途） 

第９条 寄せられた募金は、次の各号に掲げる事業に使用する。 

  (１) 森林の整備 

  (２) 緑化の推進 

  (３) 森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力 

（募金事業の区分） 

第１０条 募金による事業は、次の２事業に区分する。 

   ① 支援団体・組織が募金ボランティア活動を踏まえて申請するもの（以下「グリーンプ

ラン事業」という｡） 

   ② 全県的な規模や市町村域を越える広域的な森林整備、緑化推進事業であって、事業の

波及的効果、先導性のあるもの及び募金の普及啓発に資するもの（以下「直接事業」と

いう。） 

     

第４章 事業の実施 

（事業申請） 

第１１条 募金による事業を実施するため募金の交付金の交付を受けようとする者（以下｢申請

者｣という。）は、別紙様式１の緑の募金事業認定申請書（以下「申請書」という。）を本部

に提出しなければならない。 

２ 申請書の提出にあたっては、原則として、地区支部と関係各市町村支部とが協議し、関係

地区支部がとりまとめたうえこれを行うものとする。 

（交付金の交付決定） 

第１２条 本部は、前条の申請があったときは、当該申請書の記載事項等により、申請者が交付

金を用いて実施しようとする事業の目的及び内容が適正であるかどうか等について審査す

るものとする。 

２ 交付金の交付の決定に際して、必要があるときは、条件を付することができるものとする。 

３ 本部は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、その旨を別紙様式２の緑の募

金事業認定（交付決定）通知書により申請者へ通知するものとする。 

（事業の実施報告） 

第１３条 交付金の交付による事業を行った者（以下「被交付者」という。）は、事業が完了し

たときは、別紙様式３の緑の募金事業実施報告書（以下「報告書」という。）を本部へ提出

しなければならない。 

２ 報告書の提出は、原則として、被交付者が当該市町村支部へ提出し、各市町村支部が当該

地区支部へ提出し、各地区支部が本部へ提出するものとする。 

（事業記緑の保存） 

第１４条 本部及び被交付者は、事業の実施状況及び経理内容を記緑した帳簿等を５年間保存し

ておくものとする｡ 

（交付金の返還） 

第１５条  本部は、次の各号に該当する場合には、交付金の全部又は一部を返還させることがで

きる。  

  (１)  被交付者が交付金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき。 



   (２)  被交付者に解散等の重大な事情の変更が生じたとき。 

  (３) 被交付者が交付金を交付の目的以外の用途に使用し､その他申請の事業に関して交付

決定の条件に違反して事業を実施している事実が判明したとき。 

  

[別記] 

地区支部名 事  務  局 

村山地域林業振興協議会 村山総合支庁森林整備課 

最上地域林業振興協議会 最上総合支庁森林整備課 

置賜林業推進協議会 置賜総合支庁森林整備課 

庄内地方林業振興協議会 庄内総合支庁森林整備課 

 

附則 

この要領は平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は平成１９年４月２０日から施行する。 

 


